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１．提 出 方法について  

 令 和 ６年 度 の入 所 申 込 みは 、郵 送
． ．

または電 子 申 請
．．．． ． ． ．

のみ
．．

受 け付 け

を行 います。  

 保 育 課 窓 口 に来 庁 された場 合 でも、入 所 申 込 を受 け付 けることはいた

しかねますのでご注 意 ください。  

ただし、次 に当 てはまる場 合 、まずはお電 話 でご相 談 ください。  

・医 療 的 ケアを要 する児 童 のお申 込 み（あらかじめ、「流 山 市 医 療 的 ケ

アの必 要 な児 童 の公 立 保 育 所 への入 所 に関 するご案 内 」をご覧 の上

ご相 談 ください。）  

・障 害 者 手 帳 をお持 ち等 、配 慮 が必 要 な児 童 のお申 込 み (Ｐ . 2２  ②

特 別 な配 慮 が必 要 な児 童 の先 行 調 整 を併 せてご確 認 ください )  

・複 雑 な事 情 を抱 えた世 帯 のお申 込 み（例 ：配 偶 者 から暴 力 を受 けて

いる等 ）  

 

２．保 育 施設の受付 について  

 従 来 、各 認 可 保 育 施 設 において入 所 申 込 みの受 け付 けを行 っておりま

したが、令 和 ３年 度 からは、各 認 可 保 育 施 設 では受 け付 けを行 っており

ません。  

 

３．お問 い合わせについて  

 市 ホームページにて、 「認 可 保 育 施 設 の入 所 申 込 みに関 するＱ＆Ａ」を

開 設 しております。申 込 みに関 するご質 問 等 がある場 合 は、市 ホームペー

ジをご確 認 ください。  

 また、お電 話 でのお問 い合 わせは大 変 混 雑 することが予 想 されます。お

電 話 される前 に、ご質 問 内 容 について市 ホームページに記 載 がないかご

確 認 していただきますようよろしくお願 いいたします。  

※「認 可 保 育 施 設 の入 所 申 込 みに関 するＱ＆Ａ」については、随 時 更

新 （追 加 ）いたします。  

 

 

 

 

必ず最初にお読みください  

 

※ 市 ホ ー ム ペ ー ジ 「 認 可 保 育 施 設 の 入

所 申 込 み に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 」 は 、 左 の

二 次 元 コ ー ド よ り ご 確 認 く だ さ い 。  
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①  は じ め に   

１ ． 認 可 保 育 施 設 は 就 労 や 病 気 、 出 産 な ど や む を 得 な い 事 情 で 、

日 中 児 童 の 保 育 を 必 要 と す る と き 、 保 護 者 に 代 わ り 保 育 を す

る 施 設 で す 。  

２ ．「 保 育 を 必 要 と す る 期 間 に 限 り 」 認 可 保 育 施 設 を 利 用 で き る

た め 、 小 学 校 入 学 ま で の 在 園 を 保 証 す る も の で は あ り ま せ

ん 。  

３ ． 認 可 保 育 施 設 の 運 営 は 利 用 者 が 自 己 負 担 分 と し て 納 入 す る 保

育 料 だ け で な く 、 そ の 多 く が 税 金 で ま か な わ れ て い ま す 。 そ

の た め 利 用 者 に は 、 公 的 に 定 め ら れ た 手 続 き と 規 則 や 各 園 の

決 ま り に 基 づ く 厳 正 な 利 用 が 求 め ら れ ま す 。  

 

②  令 和 ６ 年 度 流 山 市 認 可 保 育 施 設 入 所 申 込 み   

申 込 用 紙 の

配 布 場 所 ・  

時 間  

申 込 用 紙 配 布 開 始 日 ： 令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ 日 （ 月 ）  

配 布 場 所 ： 流 山 市 役 所 第 ２ 庁 舎 ２ 階  保 育 課  

配 布 時 間 ： 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ５ 時 １ ５ 分  

申 込 書 類 ： Ｐ ． ６ ～ ７ の 入 所 申 込 み に 必 要 な 書 類 参 照  
※ ホ ー ム ペ ー ジ か ら も ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

受 付 方 法  
受 付 場 所 ： 保 育 課 （ 郵 送 ま た は 電 子 申 請 の み 可 、 メ ー ル

及 び F A X 不 可 ）  

※ 認 可 保 育 施 設 の 利 用 に は 、 保 育 の 必 要 性 の 認 定 が 必 要 に な り ま す 。  

認 可 保 育 施 設 の 申 込 み は 、 認 定 の 申 請 を 兼 ね て お り ま す 。  

 

③  令 和 ６ 年 度 ク ラ ス 表   
 

ク ラ ス  児 童 の 生 年 月 日  

０ 歳 児 ク ラ ス  令 和 ５ 年 ４ 月 ２ 日 ～  

１ 歳 児 ク ラ ス  令 和 ４ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

２ 歳 児 ク ラ ス  令 和 ３ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日  

３ 歳 児 ク ラ ス  令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日  

４ 歳 児 ク ラ ス  平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

５ 歳 児 ク ラ ス  平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日  

  

１ ． 認 可保育施設 と は  



 

３ 

 

 

①  締 切 日 に 関 し て  

い ず れ の 日 程 に お い て も 、郵 送 の 場 合 締 切 日 ま で に 流 山 市 役 所 保 育

課 に 到 達 し た も の の み 受 付 し 、間 に 合 わ な か っ た 場 合 は 次 回 分 と し て

受 付 い た し ま す 。ま た 、電 子 申 請 の 場 合 締 切 日 の 午 後 １ １ 時 ５ ９ 分 ま

で に 送 信 完 了 す る 必 要 が あ り ま す 。外 的 な 要 因 に よ り 間 に 合 わ な か っ

た 場 合 も 含 め 、締 め 切 り 後 の 受 付 は 一 切 で き ま せ ん の で 、早 め の ご 準

備 を お 願 い い た し ま す 。  

申 込 児 童 本 人 に 一 定 の 障 害 が あ る 場 合 等 は 、締 切 日 前 に 事 前 面 談 を

受 け て い た だ く 必 要 が あ り ま す （ 詳 細 は Ｐ .２ ２ の ② ）。 締 切 日 直 前 は

面 談 予 約 も 混 み あ う こ と が 予 想 さ れ ま す の で 、こ ち ら に つ い て も 早 め

の ご 対 応 を お 願 い い た し ま す 。な お 、就 労 証 明 書 等 一 部 書 類 に 不 足 が

あ っ て も 、児 童 に 関 す る 書 類 が 揃 っ て い れ ば 事 前 面 談 自 体 は 可 能 で す 。  

 

②  令 和 ６ 年 度 ４ 月 入 所 申 込  

【 空 き 状 況 H P 公 開 日 】 令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ 日 （ 月 ）  

※ 市 が 公 開 す る 市 内 認 可 保 育 施 設 の 空 き 状 況 に 空 き が な く て も 、急 遽 空 き が 発 生

す る こ と が あ り ま す 。こ の 場 合 は そ の 認 可 保 育 施 設 を 希 望 し て い る 申 込 者 か ら 入

所 児 童 を 決 定 し ま す  

※ ４ 月 １ 次 申 請 時 に 限 り 、出 生 前 児 童 の 仮 申 請 を 受 け 付 け ま す 。こ の 場 合 、
出 産 予 定 日 の わ か る 書 類 ( 母 子 手 帳 の 写 し 等 ） を 添 付 し て く だ さ い 。 ま た 、
出 生 後 に 本 申 請 が 必 要 で す 。 ( 本 申 請 が 行 わ れ な い 場 合 、結 果 発 送 は 行 い ま
せ ん 。）対 象 は 、１ 月 末 ま で に 生 ま れ る 予 定 の お 子 様 で す 。生 後 ２ ヶ 月 で 受
入 可 能 な 園 の み が 対 象 と な り ま す 。  

 
※ ２ 次 審 査 ： 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 次 審 査 で 保 留 と な っ た 申 込 と 、 ２ 次 審 査 の 新
規 申 込 を 取 り ま と め 、 辞 退 や 退 所 等 で 急 遽 発 生 し た 空 き を 審 査 し ま す 。 ２
次 審 査 の 希 望 園 変 更 期 間 に つ い て は 、 P .２ ０ の ④ を ご 確 認 く だ さ い 。  
 

入 所 希 望

月  

受 付 期 間  

（ 書 類 申 請 ）   

受 付 期 間  

（ 電 子 申 請 ）  

 

 

令 和 ６ 年  

４ 月  

【 １ 次 審 査 】  

令和５年 １０月１６日 (月 ) 

～ 令 和 ５ 年 １ １ 月 １ ５ 日 (水 )  

【 ２ 次 審 査 】  

令和５年 １１月１６日 (木 ) 

～ 令 和 ６ 年 １ 月 ３ １ 日 (水 )  

※電 子 申 請 の受 付 期 間 は１次

審 査 ・２次 審 査 ともに左 記 受 付

期 間 と同 様 です（最 終 日 は２３

時 ５９分 までに送 信 完 了 した分

まで受 付 ）。  

２ ． 令 和６年 度にお ける入所案内  



 

４ 

 

 

③  令 和 ６ 年 度 途 中 入 所 申 込  

【 空 き 状 況 H P 公 開 日 】 毎 月 ２ ６ 日 頃 （ 翌 々 月 入 所 審 査 分 ）  

※ 市 が 公 開 す る 市 内 認 可 保 育 施 設 の 空 き 状 況 に 空 き が な く て も 、急 遽 空 き が 発 生

す る こ と が あ り ま す 。こ の 場 合 は そ の 認 可 保 育 施 設 を 希 望 し て い る 申 込 者 か ら 入

所 児 童 を 決 定 し ま す 。  

 

※ 電 子 申 請 に つ い て は 、 集 計 の 都 合 上 、 書 類 申 請 よ り も 受 付 期 間 が 短 く な
り ま す の で ご 留 意 く だ さ い 。  

  

入 所 希 望 月  受 付 期 間 （ 書 類 申 請 ）  受 付 期 間 （ 電 子 申 請 ）  

令 和 ６ 年  

５ 月  

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 (水 ）  

～ ４ 月 ５ 日 (金 ）  

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 (水 ）  

～ ３ 月 ３ １ 日 (日 ）  

６ 月  ４ 月 ８ 日 (月 ）  

～ ５ 月 ２ 日 (木 ）  

４ 月 ８ 日 (月 ）  

～ ４ 月 ３ ０ 日 (火 ）  

７ 月  ５ 月 ７ 日 (火 ）  

～ ６ 月 ５ 日 (水 ）  

５ 月 ７ 日 (火 ）  

～ ５ 月 ３ １ 日 (金 ）  

８ 月  ６ 月 ６ 日 (木 ）  

～ ７ 月 ５ 日 (金 ）  

６ 月 ６ 日 (木 ）  

～ ６ 月 ３ ０ 日 (日 ）  

９ 月  ７ 月 ８ 日 (月 ）  

～ ８ 月 ５ 日 (月 ）  

７ 月 ８ 日 (月 ）  

～ ７ 月 ３ １ 日 (水 ）  

１ ０ 月  ８ 月 ６ 日 (火 ）  

～ ９ 月 ５ 日 (木 ）  

８ 月 ６ 日 (火 ）  

～ ８ 月 ３ １ 日 (土 ）  

１ １ 月  ９ 月 ６ 日 (金 ）  

～ １ ０ 月 ４ 日 (金 ）  

９ 月 ６ 日 (金 ）  

～ ９ 月 ３ ０ 日 (月 ）  

１ ２ 月  １ ０ 月 ７ 日 (月 ）  

～ １ １ 月 ５ 日 (火 ）  

１ ０ 月 ７ 日 (月 ）  

～ １ ０ 月 ３ １ 日 (木 ）  

令 和 ７ 年  

１ 月  

２ 月  

３ 月  

１ １ 月 ６ 日 (水 ）  

～ １ ２ 月 ５ 日 (木 ）  
※ ２ 月 、 ３ 月 の 受 付 期 間 、 空

き 状 況 公 開 お よ び 結 果 発 送 は

１ 月 入 所 分 と 同 時 に 行 い ま

す 。  

１ １ 月 ６ 日 (水 ）  

～ １ １ 月 ３ ０ 日 (土 ）  

 



 

５ 

 

 

④  入 所 結 果 通 知  

※ 保 育 料 決 定 通 知 書 に つ い て は 、 登 園 開 始 と 同 時 期 に 郵 送 ま た は 認 可

保 育 施 設 経 由 で お 渡 し し ま す 。  

 

 

通 知 方

法  

郵 送  
※ 市 外 在 住 者 で お 住 ま い の 自 治 体 を 通 し て 申 請 さ れ て い る 方 は 、 原

則 、 お 子 様 の 住 民 登 録 の あ る 自 治 体 か ら 回 答 し ま す 。  

通 知 日  

４ 月 入 所 １ 次 審 査  令 和 ６ 年 ２ 月 中 旬 頃  

２ 次 審 査  令 和 ６ 年 ３ 月 上 旬 頃  

５ 月 ～ １ ２ 月 入 所  入 所 決 定 月 の 前 月 ２ ０ 日 頃  

１ 月 ～ ３ 月 入 所   令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 頃  

※ 昨 今 の 郵 便 の 都 合 上 、 通 知 か ら ご 自 宅 に 届 く ま で ２ ～ ３

営 業 日 か か る こ と が あ り ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  

注 意 事

項  

・ 入 所 審 査 に お い て は 、先 着 順 で は な く 、「 流 山 市 保 育 の 利

用 に 関 す る 規 則 」 に 基 づ き 保 育 施 設 の 空 き に 対 し て 保 育

の 必 要 性 が 高 い 順 に 入 所 が 決 定 さ れ ま す 。  

・ 希 望 認 可 保 育 施 設 の 受 入 れ に 余 裕 が な い 場 合 な ど は 、 申

込 み さ れ て も ご 希 望 に 沿 え な い こ と が あ り ま す 。  

・ 審 査 結 果 は 認 定 通 知 書 と 別 に 送 付 し ま す 。 認 定 通 知 書 は

入 所 ・ 転 園 の 承 諾 通 知 と 異 な り ま す の で 、 お 間 違 え な い

よ う ご 注 意 く だ さ い 。 す で に 認 定 を 受 け て お り 、 認 定 内

容 に 変 更 が な い 方 は 、 認 定 通 知 書 の 発 行 は あ り ま せ ん 。  

・ 保 留 の 場 合 、 年 度 内 に 限 り (令 和 ７ 年 ３ 月 入 所 ま で ） 毎

月 継 続 し て 入 所 審 査 を 行 い ま す 。  

・ 審 査 結 果 は 初 回 審 査 時 の み 送 付 し ま す 。 次 回 審 査 以 降 の  

結 果 は 、 入 所 承 諾 時 の み 送 付 し ま す 。  

・ 入 所 決 定 後 の 辞 退 は ご 遠 慮 く だ さ い 。 正 当 な 理 由 な く 入

所 辞 退 さ れ た 場 合 、 再 度 の 申 込 み 時 に は 原 則 と し て 減 点

と な り ま す の で 、 認 可 保 育 施 設 入 所 の 必 要 が 無 い 場 合 は

速 や か に「 取 下 げ 届 」の 提 出 を お 願 い し ま す 。（ 転 園 の 申

込 み の 場 合 、 入 所 決 定 後 の 辞 退 は で き ま せ ん 。 詳 細 は Ｐ

２ １ の ⑧ ）  

 

毎 月 1 日 が 入 所 日 と な り ま す 。登 園 開 始 後 １ ０ 日 前 後 の 慣 ら し 保 育

が あ り ま す の で 、園 で 定 め た 取 り 扱 い に 従 っ て 、ご 対 応 い た だ き ま す

よ う ご 理 解 、 ご 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 

【 重 要 】 入 所 承 諾 後 の 注 意 事 項 に つ い て  



 

６ 

 

 

 

⑤ 入 所 申 込 み の 提 出 書 類 確 認 フ ロ ー チ ャ ー ト   



 

７ 

 

 

1 0 4 3 2 9 8  I D  

※ 申請書類のダウンロー
ドについては、詳しい
案内が市ホームページ
にございます。  
上の二次元コードより
ご確認ください。  



 

８ 

 

 

①  保 育 の 必 要 性 認 定 の 事 由 と 要 件 に つ い て   

 認 可 保 育 施 設 に 入 所 申 込 み で き る 要 件 (保 育 の 必 要 性 の 認 定 の

要 件 ） は 、 下 記 の 表 の と お り で す 。 父 母 (ひ と り 親 の 場 合 は 、 父

ま た は 母 ） が 表 の い ず れ か に 該 当 し 、 お 子 様 の 保 育 が 必 要 と さ れ

る 場 合 に 入 所 申 込 み が 出 来 ま す 。  

認 定 は 、 申 請 に 基 づ き 行 い ま す の で 、 認 定 後 に 保 育 を 必 要 と す

る 事 由 が 変 更 と な る 場 合 等 は 、 必 ず 締 切 り を 確 認 の 上 、 保 育 課 に

お 申 し 出 く だ さ い 。 ま た 、 認 可 保 育 施 設 に 入 所 中 の 児 童 が 市 か ら

通 知 す る 保 育 の 必 要 性 の 認 定 の 期 間 を 満 了 し た 場 合 、 認 可 保 育 施

設 を 退 所 す る こ と に な り ま す 。  

 

 

 

  

３ ． 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 に つ い て  



 

９ 

 

※ １  育 児 休 業 中 の 方 へ の ご 案 内  

(１ ）  育 児 休 業 中 の 職 場 復 帰 に つ い て  

育 児 休 業 中 の 方 が 認 可 保 育 施 設 入 所 の 申 込 み を す る 場 合 、 入 所 が

決 定 し た 際 に 、 入 所 月 の 末 日 ま で に 職 場 復 帰 し て い た だ き 、 翌 月 の

１ ８ 日 ま で に 復 職 証 明 書 を 提 出 い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  

※ 復 帰 が で き な か っ た 場 合 は 当 月 末 で 退 所 と な り ま す 。  

(２ ）  育 児 休 業 中 の 継 続 在 園 に つ い て  

保 育 の 必 要 性 認 定 が 「 就 労 」 で 入 所 し た 児 童 が 認 可 保 育 施 設 に 在

園 中 に 、 弟 妹 の 出 生 に よ り 保 護 者 が 新 た に 育 児 休 業 を 取 得 し た 場 合

は 、「 短 時 間 保 育 」 で の 継 続 在 園 が 可 能 で す 。 た だ し 、「 妊 娠 ・ 出

産 」 で 入 所 し た 児 童 の 場 合 は 、 第 １ 子 の 継 続 在 園 は で き ま せ ん 。  

※ ２ ・ ３  求 職 活 動 中 の 方 へ  

求 職 活 動 で ３ か 月 を 超 え て の 利 用 は で き ま せ ん が 、 利 用 期 間 満 了

月 の 「 １ ８ 日 」 ま で に 、 就 労 が 決 定 し た 場 合 は 、 認 定 を 切 り 替 え 、

入 所 中 の 認 可 保 育 施 設 で の 継 続 在 園 を 認 め ま す 。  

な お 、 在 園 児 童 の 認 定 期 間 が 満 了 と な っ た 場 合 は 満 了 月 の 末 日 で

退 所 に な り 、 再 度 認 可 保 育 施 設 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 は 、 改 め て 認

可 保 育 施 設 入 所 申 込 み が 必 要 と な り ま す の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。  

（ 例 ） 求 職 を 要 件 と し て ４ 月 に 入 所 し た 場 合  

      
 

 ４ 月  ５ 月  
６ 月   

７ 月  
 

～ １ ８ 日  １ ９ 日 ～   

６ 月 １ ８ 日
ま で に 内 定
し な い 場 合  

    
６ 月 末 退
所  

 

６ 月 １ ８ 日
ま で に 就 職
し た 場 合  

 
   

就 労 要 件
で 利 用  

就 労 翌 月 か ら 就 労 要 件  

６ 月 １ ８ 日
ま で に 内 定
し た 場 合  

  
 

 
求 職 ( 内

定 ) 要 件
で 利 用  

就 労 証 明 書 が 7 月 1 8 日 ま で に 提 出 さ
れ た 場 合 、8 月 以 降 も 継 続 利 用 が 可 能 。 
7 月 1 8 日 ま で に 提 出 さ れ な い 場 合 、 7
月 末 退 所 。  

 
※ 就 職 や 内 定 と し て 継 続 在 園 で き る の は 、 期 間 満 了 月 の １ ８ 日 （ 例 の 場 合 は ６ 月 １ ８ 日 ） ま で

に 保 育 課 に 手 続 き が で き た 場 合 で あ り 、 手 続 き が さ れ て い な い 場 合 は 内 定 し な い 場 合 と 同 様
に 退 所 と な り ま す 。  

※ １ ８ 日 が 土 日 祝 日 に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 直 前 の 平 日 が 締 切 日 と な り ま す 。  

 

※ ４  妊 娠 ・ 出 産 要 件 に つ い て  

 「出産・妊娠」の場合でも、すでに就労中の方は「就労」で入所となります。その

際、就労証明書、出産予定届及び母子手帳のコピーをご提出ください。就労等の要件が

なく、「妊娠・出産」として入所する場合は、入所審査基準と認定事由は「妊娠・出

産」の区分となり、入所期間は出産(予定）月の前後２か月の最大５か月となります。  

６ 月 末 ま で 在 園 可 能  

※ 就 職 に よ る 継 続 手
続 き が 可 能 な 期 間  

← 求 職 活 動 で の 入 所 可 能 期 間 →  

※ 内 定 に よ る 継 続 手
続 き が 可 能 な 期 間  



 

１０ 

 

②  認 定 事 由 の 変 更 等 の 手 続 き に つ い て   

入 所 申 込 み 後 又 は 認 可 保 育 施 設 入 所 後 に 変 更 事 由 が 生 じ た 場 合 、

【 提 出 書 類 一 覧 】 を ご 確 認 の う え 、 速 や か に 書 類 を ご 提 出 く だ さ

い 。 変 更 が あ る に も 関 わ ら ず 申 し 出 が な か っ た 場 合 、 入 所 が 取 り

消 し に な る も し く は 退 所 と な る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

【 提 出 書 類 一 覧 】  

 

※ 保 育 時 間 (標 準 か ら 短 時 間 等 ） が 変 更 に な る 場 合 必 要 と な り ま す 。  

 

事由
内容

変更届
就労

証明書
支給認定変更
認定申請書

その他・備考

勤務先の変更
（支店の移動等も含む）

○ ○ ※

勤務先の名称、住所変更 ○ ○

勤務時間、日数の変更 ○ ○ ※

勤務先の電話番号変更 ○

就労から求職中へ変更 ○ ※ 求職活動申告書

求職中から内定へ変更 ○ ※ 内定証明書

求職中（内定中）から就労へ変更 ○ ○ ※

休業中等からの復職 ○ ※ 復職証明書

離婚 ○ 戸籍謄本（コピー可）

婚姻 ○
・戸籍謄本（コピー可）
・新たに家族になられた方の就労証明書等

18歳から64歳の父母以外の同居者
が増える場合

○ 同居者状況届

出産予定 ○ ※
・出産予定届
・母子手帳のコピー（表紙と出産予定日のページ）

【在園者】育児休業の取得及び延長
（育児に伴う休業の取得及び延長）

○ ※ 育児休業届（育児に伴う休業届）

【未入所者】育児休業の延長
（育児に伴う休業の延長）

○
内容変更届に延長した日数を記載しご提出ください。
（育児休業届と支給認定変更認定申請書は不要です。）

育児休業（育児に伴う休業）・
産後休業・介護休業の終了

○ ※
・復職証明書
（入所申請中で、認可外保育所等に在園する場合は、
利用証明書をご提出ください。）

自宅の住所（市内）、
電話番号の変更

○ ※市外に引越の場合、別途手続きが必要です。

生活保護受給の開始 ○ 生活保護受給証明書

疾病要件へ変更 ○ ※ 診断書

看護・介護要件へ変更 ○ ※
・介護状況申告書
・介護保険被保険者証のコピー

就学の要件へ変更 ○ ※
・在学証明書（学生証のコピーも可）
・時間割表

保育所（園）を２週間以上
欠席する場合

退所する場合

・退所届
退所日は月末とします。
退所理由がその他の場合は余白に理由をご記入ください。
市外へ転出される予定の方で、転出後も継続して在園を希望する場合も、退所届をご提出くだ
さい。

そ
の
他

家
族
構
成
の
変
更
等

就
労

・保育所長期休暇届
場合により、診断書等の各種証明書をお願いすることがございます。
原則、最大６０日（土日含む）とし、６０日以上欠席する場合は退所といたします。
長期休暇中の保育料については負担となります。



 

１１ 

 

・ 原 則 、 認 定 変 更 事 由 が 発 生 す る 月 の 前 月 の １ ８ 日 (土 日 祝 の 場

合 は そ の 前 の 平 日 ） ま で に 保 育 課 ま で ご 提 出 く だ さ い 。 在 園 中

の 方 は 在 園 し て い る 認 可 保 育 施 設 経 由 の ご 提 出 も 可 能 で す が 、 お

早 め に ご 提 出 く だ さ い 。 締 切 日 に 余 裕 を 持 っ て ご 提 出 く だ さ

い 。  

 

例 ） 現 在 の 認 定 ： 求 職 活 動 認 定  

※ 毎 月 締 切 は １ ８ 日 (土 日 祝 の 場 合 は そ の 前 の 平 日 )  

就 労 証 明 書 を ・ ・ ・  

→ ５ 月 １ ７ 日 に 提 出 ： ６ 月 か ら 就 労 認 定  

→ ５ 月 ２ ６ 日 に 提 出 ： ７ 月 か ら 就 労 認 定  

 

・ 内 定 証 明 書 を ご 提 出 さ れ た 方 は 、 就 労 開 始 後 、 速 や か に 就 労 証

明 書 の ご 提 出 を お 願 い し ま す 。 就 労 開 始 後 、 就 労 証 明 の ご 提 出

が 確 認 で き な い 場 合 は 退 所 と さ せ て い た だ き ま す 。 そ の 他 、 認

可 保 育 施 設 入 所 時 よ り 変 更 が 生 じ た 場 合 は 保 育 課 ま で ご 連 絡 を

お 願 い し ま す 。  

・ 各 種 届 は 、 流 山 市 保 育 課 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド が 可

能 で す 。  

各 種 変 更 届 は 、 一 式 そ ろ え て ご 提 出 を お 願 い い た し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ 流 山 市 で は 、 書 類 の 提 出 は 、 児 童 毎 に 依 頼 し て お り ま す 。  

複 数 の 児 童 で 申 込 む 場 合 は 、そ れ ぞ れ の 児 童 に つ い て 書 類 の

提 出 を お 願 い い た し ま す 。そ の 際 、証 明 書 類 に つ い て は 、原

本 の 提 出 を １ 名 の 児 童 に し た 場 合 、 残 り の 児 童 に つ い て は 、

コ ピ ー に よ る 提 出 を 認 め ま す 。  

 

 

注 意 事 項  



 

１２ 

 

①  流 山 市 保 育 料 徴 収 基 準 額 表 (2・ 3 号 認 定 ）  

 

※ ３ ～ ５ 歳 児 ク ラ ス の 保 育 料 額 は ０ 円 と な り ま す が 、 保 育 施 設 に

給 食 費 の 支 払 い が 必 要 と な り ま す 。  

 

②  保 育 料 決 定 に 係 る 重 要 事 項   

・ 保 育 料 の 算 定 に 用 い る 所 得 割 額 は 、 住 宅 借 入 金 控 除 や 配 当 控 除

等 の 税 額 控 除 (調 整 控 除 は 除 く ） 適 用 前 の 金 額 と な り ま す 。  

・ 政 令 指 定 都 市 の 税 率 で 所 得 割 額 の 算 定 を さ れ た 場 合 は 、 本 市 の

税 率 で 所 得 割 額 を 算 定 し な お し ま す 。  

・ 令 和 ６ 年 ４ 月 か ら ８ 月 分 の 保 育 料 は 、 令 和 ５ 年 度 の 所 得 割 額

を 、 令 和 ６ 年 ９ 月 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 分 の 保 育 料 は 、 令 和 ６ 年 度

の 所 得 割 額 を 用 い て 算 定 し ま す 。  

・ 原 則 、 父 母 が 保 育 料 算 定 上 の 扶 養 義 務 者 と な り ま す 。 た だ し 下

記 条 件 の 全 て に 当 て は ま る 場 合 、 同 居 祖 父 母 等 の 税 情 報 で 保 育

料 決 定 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

条 件 ( 1 )：父 母 に お い て 算 定 根 拠 年 度 の 市 区 町 村 民 税 所 得 割 額  

が な い  

条 件 ( 2 )： 同 一 建 物 内 に 祖 父 母 等 と 同 居 し て い る   

保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護の世帯 ０円 ０円

Ｂ 市区町村民税非課税世帯 ０円 　０円

Ｃ１ １６，２００円未満 ８，５００円 ８，３００円

１６，２００円以上

３２，４００円未満

３２，４００円以上

４８，６００円未満

４８，６００円以上

６０，６００円未満

６０，６００円以上

９７，０００円未満

９７，０００円以上

１３３，０００円未満

１３３，０００円以上

１６９，０００円未満

１６９，０００円以上

１９５，４００円未満

１９５，４００円以上

３０１，０００円未満

３０１，０００円以上

３９７，０００円未満

Ｃ１１ ３９７，０００円以上 ７０，０００円 ６８，８００円

教育・保育給付認定保護者の属する
世帯の階層区分

保護者の市区町村民税
所得割額の合算額

階層
区分

０円※

３～５歳児クラス

保育料（月額）

Ｃ２ １０，１００円

Ｃ３ １１，９００円

Ｃ６ ３３，９００円

Ｃ７ ４２，７００円

Ｃ４ １４，８００円

０～２歳児クラス

６４，２００円

５８，８００円

４７，２００円

４１，９００円

３３，３００円

２４，４００円

１４，５００円

１１，６００円

９，９００円

４８，１００円

Ｃ９ ５９，９００円

Ｃ５ ２４，９００円

Ｃ１０ ６５，４００円

Ｃ８

４．保 育料について  
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・ 父 母 が 離 婚 し て い る 場 合 で も 、 お 子 さ ん と 同 居 し て い る 方 ま た

は 親 権 を 有 す る 方 は 保 育 料 算 定 上 の 扶 養 義 務 者 と な り ま す 。  

・ 父 母 の 離 婚 、 再 婚 等 世 帯 構 成 員 の 変 更 が あ る と 、 そ の 状 況 に 応

じ て 保 育 料 が 変 更 と な り ま す 。  

・ 保 育 料 は 登 園 日 数 お よ び 慣 ら し 保 育 の 日 数 に か か わ り な く 、

１ か 月 分 の 保 育 料 を 徴 収 い た し ま す 。  

・ 保 育 料 の 納 入 方 法 に つ い て は 、 入 所 決 定 後 の 通 知 を 確 認 い た だ

く 、 も し く は 市 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。  

 

③  ０ ～ ２ 歳 児 ク ラ ス の 保 育 料 の 軽 減 措 置 に つ い て   

・ ひ と り 親 世 帯 等 ま た は 在 宅 障 害 者 の い る 世 帯 に つ い て 、 市 区 町

村 民 税 所 得 割 額 合 算 額 が ７ ７ ,１ ０ １ 円 未 満 の 場 合 、 保 育 料 は

第 １ 子 を 半 額 と し 、 第 ２ 子 以 降 を 無 料 と し ま す 。 こ の 際 、 保 育

料 が ９ ,０ ０ ０ 円 を 超 え る 場 合 は ９ ,０ ０ ０ 円 と し ま す 。  

・ 市 区 町 村 民 税 所 得 割 合 算 額 が ５ ７ ,７ ０ ０ 円 未 満 の 世 帯 に つ い

て 、 第 ２ 子 を 半 額 と し 、 第 ３ 子 以 降 を 無 料 と し ま す 。  

・ ２ 人 以 上 の 児 童 が 保 育 所 、 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 、 地 域 型 保 育

又 は 企 業 主 導 型 保 育 事 業 所 等 に 在 籍 し て い る 場 合 、 ２ 人 目 で 認

可 保 育 施 設 、 認 定 こ ど も 園 (保 育 部 分 ）、 家 庭 的 保 育 事 業 等 で 保

育 を 受 け て い る 児 童 の 保 育 料 の 月 額 は 、 基 準 額 の ２ 分 の １ と な

り ま す 。  

・ 小 学 校 第 ３ 学 年 以 下 の 児 童 が ３ 人 以 上 い る 場 合 、 当 該 児 童 の う

ち ３ 人 目 以 降 の 児 童 の 保 育 料 は 無 料 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・保 育 料 軽 減 措 置 に つ い て は 、国 の 制 度 改 定 に よ り 変 更 と な る

場 合 が あ り ま す 。  

・保 育 料 を 支 払 う こ と が 困 難 な 場 合 は 、流 山 市 保 育 料 徴 収 規 則

第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、保 育 料 の 全 部 又 は 一 部 の 徴 収 を 猶 予 す

る こ と が で き ま す の で 、 お 早 め に ご 相 談 く だ さ い 。  

注 意 事 項  
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【 転 出 予 定 が な い 場 合 】  

流 山 市 外 の 認 可 保 育 施 設 を 希 望 す る 場 合 は 、 お 子 様 の 住 民 票

が あ る 流 山 市 役 所 保 育 課 で 申 込 受 付 を し ま す 。  

 流山市で申込受付をした書類は、希望する 認可保育施設がある市区

町村の担当課へ送付し、希望する市区町村で入所審査が行われます。  

 な お 、 各 市 区 町 村 に よ り 申 込 締 切 日 や 必 要 書 類 、 選 考 基 準 が 異

な り ま す の で 事 前 に 希 望 す る 市 区 町 村 に 必 ず ご 確 認 く だ さ い 。  

 ま た 、 多 く の 市 区 町 村 に は 、 当 該 地 の 住 民 を 優 先 す る 傾 向 が あ

り ま す 。 そ の う え で 空 き に 余 裕 が あ れ ば 審 査 及 び 入 所 が 可 能 と な

る こ と は ご 留 意 く だ さ い 。  

①  申 込 方 法   

 必 要 書 類 を 流 山 市 役 所 保 育 課 宛 て に ご 郵 送 い た だ く か 、 窓 口 に

直 接 ご 提 出 く だ さ い 。 流 山 市 か ら 希 望 す る 市 区 町 村 へ 書 類 を 送 付

す る 時 間 が 必 要 と な る た め 、 希 望 す る 市 区 町 村 の 締 切 日 の ７ 日 前

ま で に 到 達 す る よ う 郵 送 す る か 、 申 込 手 続 き に お 越 し く だ さ る よ

う お 願 い し ま す 。  

 間 に 合 わ な い 場 合 、 保 育 課 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  

②  必 要 書 類   

( 1 )  教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 申 請 書 兼 利 用 申 込 書  

( 2 )  保 育 の 必 要 性 を 証 明 す る 書 類 (就 労 証 明 書 等 ）  

( 3 )  そ の 他 希 望 す る 認 可 保 育 施 設 の あ る 市 区 町 村 が 必 要 と す る 書

類 (課 税 証 明 書 等 ）  

( 4 )  管 外 保 育 施 設 利 用 申 込 書  

 

【 転 出 予 定 が あ る 場 合 】  

 流 山 市 で は 受 付 い た し ま せ ん 。 直 接 希 望 す る 認 可 保 育 施 設 の あ

る 市 区 町 村 へ お 申 し 込 み く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

５．流 山市民の方が 流山市外の保 育 施 設 を申込 む場合  
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入 所 希 望 月 の 前 月 末 日 ま で に 流 山 市 へ 転 入 を 予 定 さ れ て い る

場 合 、 市 民 と 同 様 に 申 請 を お 受 け し ま す の で 、 流 山 市 へ 直 接 申 請

書 を ご 提 出 く だ さ い 。  

な お 、 添 付 書 類 と し て 、 次 の ２ 点 が 追 加 で 必 要 と な り ま す 。  

Ａ  転 入 に 関 す る 誓 約 書 (※ 流 山 市 指 定 書 式 ）  

Ｂ  流 山 市 へ の 転 入 を 確 認 で き る 売 買 契 約 書 や 賃 貸 契 約 書 の コ ピ ー  

 

Ａ 及 び Ｂ を ご 提 出 い た だ き 、 入 所 希 望 月 前 月 の 末 日 ま で に 住 民

票 の 異 動 が 可 能 と 判 断 で き れ ば 、 市 民 と 同 等 の 扱 い で 審 査 し ま

す 。 例 外 と し て 、 転 入 先 の 物 件 が 決 ま っ て い な い 場 合 、 Ａ の み で

審 査 を 行 う こ と は 可 能 で す が 、 マ イ ナ ス の 調 整 点 数 が つ く 対 象 と

な り ま す 。 い ず れ の 場 合 に お い て も 入 所 希 望 月 前 月 末 日 ま で に 住

民 票 を 異 動 し て い た だ く こ と が 条 件 に な り ま す 。  

※ 転 入 後 の 手 続 き に つ い て  

転 入 手 続 き 後 、 入 所 承 諾 ・ 保 留 を 問 わ ず 流 山 市 役 所 保 育 課 に て

本 申 請 の 手 続 き を お 願 い し ま す 。  

 

 

 

流 山 市 に 転 入 の 予 定 が な い 場 合 、 住 民 票 が あ る 市 区 町 村 を 通 じ

て の 申 込 み と な り ま す 。 あ ら か じ め お 住 ま い の 市 区 町 村 に ご 相 談

い た だ き 、 流 山 市 の 申 込 締 切 り 内 に 流 山 市 ま で 申 請 書 が 届 く よ

う 、 余 裕 を 持 っ て お 申 込 み 下 さ い 。  

 

＜ 申 請 条 件 ＞  

・ 保 護 者 の い ず れ か 、 ま た は 双 方 の 勤 務 地 が 流 山 市 内 で 月 ６ ４

時 間 以 上 の 就 労 を さ れ て い る 方 。  

・ 保 護 者 の い ず れ か 、 ま た は 双 方 が 流 山 市 内 で 就 学 を さ れ て い

る 方 。  

・ 流 山 市 で 里 帰 り 出 産 を さ れ る 方  

 

 

６．流 山市外 か ら 流 山市内 に転入 予定の方  

７ ．流 山市 に転入の 予定がない方  
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 転 出 後 は 、 転 出 後 の 市 区 町 村 に て お 手 続 き い た だ く こ と で 年 度

末 ま で 通 っ て い た 保 育 園 を 継 続 し て 利 用 可 能 で す 。 こ の た め 、 年

度 を 跨 い で 継 続 在 園 を 希 望 す る 場 合 は 、 翌 年 度 の 申 込 期 間 中 に 利

用 申 請 を 行 っ て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  

＜ 流 山 市 内 で の 就 労 ・ 就 学 が 継 続 す る 場 合 ＞  

 → 翌 年 度 以 降 の 利 用 申 請 を 行 っ て い た だ く こ と で 継 続 し た 在 園

が 可 能 で す 。  

＜ 流 山 市 内 で の 就 労 ・ 就 学 が 終 了 し た 場 合 ＞  

 → 就 労 ・ 就 学 が 終 了 し た 翌 年 度 以 降 も 申 請 は 可 能 で す が 、 新 た

に 利 用 調 整 を 行 っ た 上 で 、 入 所 の 可 否 を 決 定 し ま す 。  

※ 利 用 調 整 の 結 果 、 継 続 在 園 で き な い こ と も あ り ま す 。  

 

 

 

 

  

８ ． 令 和５年５月以 降に流山市か ら転出し、通 ってい

た園の 継続利用を希 望する方  
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①  送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン   

流 山 お お た か の 森 駅 と 南 流 山 駅 か ら 市 内 の 指 定 の 認 可 保 育 施 設

を 結 ぶ 、 安 心 ・ 安 全 の バ ス 運 行 で す 。 出 勤 時 の お 子 様 の お 預 け 、

帰 宅 時 の お 迎 え が で き る サ ー ビ ス で 、 朝 又 は 夕 方 の み の ご 利 用 も

可 能 で す 。  

※  ご 利 用 対 象 児 童 ・ ご 利 用 方 法 等 詳 細 に つ い て は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ

を ご 確 認 く だ さ い 。  

 

②  お 問 い 合 わ せ 先   

● お お た か の 森 送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン (フ ォ レ ス ト キ ッ ズ ガ ー デ

ン 内 ）  

 つ く ば エ ク ス プ レ ス ・ 東 武 ア ー バ ン パ ー ク ラ イ ン  

 流 山 お お た か の 森 駅 東 口 駅 前  ラ イ フ ガ ー デ ン ３ ・ ４ 階  

T e l： ０ ４ － ７ １ ５ ４ － ９ １ １ ６  

● 南 流 山 送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン (サ ウ ス キ ッ ズ プ ラ ザ 内 ）  

 つ く ば エ ク ス プ レ ス ・ Ｊ Ｒ 南 流 山 駅  Ａ ２ 出 口 徒 歩 １ 分  

 パ テ ィ ー ナ 南 流 山 １ 階  

 T e l： ０ ４ － ７ １ ５ ９ － ７ ４ ７ ３  

(幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 た か さ ご ス ク ー ル セ ン ト ラ ル ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ． 送 迎保育ステー ションのご案 内  

※ 送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン に つ い て は 、詳

し い 案 内 が 市 ホ ー ム ペ ー ジ に ご ざ い ま

す の で 、左 の 二 次 元 コ ー ド よ り ご 確 認

く だ さ い 。  

 

※ 送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン に つ い て は 、詳

し い 案 内 が 市 ホ ー ム ペ ー ジ に ご ざ い ま

す の で 、左 の 二 次 元 コ ー ド よ り ご 確 認

く だ さ い 。  

 

※ 送 迎 保 育 ス テ ー シ ョ ン に つ い て は 、詳

し い 案 内 が 市 ホ ー ム ペ ー ジ に ご ざ い ま

す の で 、左 の 二 次 元 コ ー ド よ り ご 確 認

く だ さ い 。  

1 0 0 11 8 8  I D  
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 市 で は 保 育 に 欠 け る 要 件 が 無 く て も 、 心 身 に 障 害 を 有 す る 児

童 を 認 可 保 育 施 設 に 受 け 入 れ 、 集 団 保 育 を 行 う 、 統 合 保 育 事 業 を

実 施 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 利 用 申 込 に つ い て 】  

 申 込 に 当 た っ て は 、「流 山 市 療 育 相 談 事 業 の 実 施 規 則 」に 基 づ く

療 育 相 談 を 受 け 、 同 規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 支 援 の 方 針 に つ

い て の 通 知 書 及 び 市 長 が 指 定 す る 書 類 を 添 え 、 申 込 み く だ さ い 。  

 療 育 相 談 に つ い て は 、「 つ ば さ 学 園 (児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ）」

に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

(児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー T e l： ０ ４ － ７ １ ５ ４ － ４ ８ ２ ２ ）  

 な お 、 申 込 様 式 等 は 流 山 市 保 育 課 で 配 布 し ま す 。 申 込 及 び 利 用

の 相 談 は 、 中 野 久 木 保 育 所 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

中 野 久 木 保 育 所  T e l： ０ ４ － ７ １ ５ ２ － ０ ９ ２ １  

 

 

 

 

 

 

  

 

①  ３ 歳 （ 当 該 年 度 に ３ 歳 と な る 児 童 を 含 む ） か ら 小 学 校

就 学 前 ま で の 心 身 に 障 害 を 有 す る 児 童 で あ っ て 、 以 下

の す べ て に 該 当 す る 児 童 と す る 。  

②  住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

③  保 護 者 が 「 流 山 市 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 」 第 ２ 条 に 規 定 す る 、 保 育 を 必 要 と す る 要

件 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で あ る こ と 。  

④  送 迎 が で き る 保 護 者 等 が い る こ と 。  

 

 

⑤  ３ 歳 （ 当 該 年 度 に ３ 歳 と な る 児 童 を 含 む ） か ら 小 学 校

就 学 前 ま で の 心 身 に 障 害 を 有 す る 児 童 で あ っ て 、 以 下

の す べ て に 該 当 す る 児 童 と す る 。  

⑥  住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

⑦  保 護 者 が 「 流 山 市 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 」 第 ２ 条 に 規 定 す る 、 保 育 を 必 要 と す る 要

件 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で あ る こ と 。  

⑧  送 迎 が で き る 保 護 者 等 が い る こ と 。  

 

 

⑨  ３ 歳 （ 当 該 年 度 に ３ 歳 と な る 児 童 を 含 む ） か ら 小 学 校

就 学 前 ま で の 心 身 に 障 害 を 有 す る 児 童 で あ っ て 、 以 下

の す べ て に 該 当 す る 児 童 と す る 。  

⑩  住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

⑪  保 護 者 が 「 流 山 市 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 」 第 ２ 条 に 規 定 す る 、 保 育 を 必 要 と す る 要

件 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で あ る こ と 。  

⑫  送 迎 が で き る 保 護 者 等 が い る こ と 。  

 

 

⑬  ３ 歳 （ 当 該 年 度 に ３ 歳 と な る 児 童 を 含 む ） か ら 小 学 校

就 学 前 ま で の 心 身 に 障 害 を 有 す る 児 童 で あ っ て 、 以 下

の す べ て に 該 当 す る 児 童 と す る 。  

⑭  住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

⑮  保 護 者 が 「 流 山 市 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 」 第 ２ 条 に 規 定 す る 、 保 育 を 必 要 と す る 要

件 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で あ る こ と 。  

⑯  送 迎 が で き る 保 護 者 等 が い る こ と 。  

 

 

⑰  ３ 歳 （ 当 該 年 度 に ３ 歳 と な る 児 童 を 含 む ） か ら 小 学 校

就 学 前 ま で の 心 身 に 障 害 を 有 す る 児 童 で あ っ て 、 以 下

ご 利 用 対 象 者  
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１ ０ ． 統合保育につ いて  
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１９ 

 

 

 

①  保 育 に 係 る 費 用 に つ い て   

 認 可 保 育 施 設 に 通 園 す る 場 合 、 保 育 料 の 他 、 認 可 保 育 施 設 が 別

に 定 め る 事 項 に よ り 、 別 途 費 用 が 発 生 す る 場 合 が あ り ま す 。 入 所

希 望 を す る 際 は 、 必 ず 事 前 に 各 認 可 保 育 施 設 に 確 認 す る よ う お 願

い い た し ま す 。  

②  ３ ～ ５ 歳 児 ク ラ ス の 給 食 費 に つ い て   

３ ～ ５ 歳 児 ク ラ ス は 、 保 育 料 が 無 償 と な り ま す が 、 通 園 し て い

る 保 育 施 設 に 給 食 費 を お 支 払 い し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  

 た だ し 、 年 収 ３ ６ ０ 万 円 未 満 相 当 世 帯 の お 子 様 と 小 学 校 就 学 前

の 児 童 を 数 え て ３ 子 以 降 の お 子 様 に つ い て は 、 給 食 費 が 免 除 さ れ

ま す 。   

③  本 園 ・ 分 園 の あ る 保 育 施 設 の 入 所 審 査 に つ い て   

申 込 者 増 加 に よ る 保 育 施 設 の ニ ー ズ の 多 様 化 に 対 応 す る た め 、

一 部 保 育 施 設 を 除 き 本 園 ・ 分 園 の 審 査 を 分 け て 実 施 し ま す 。 そ の

た め 、 本 園 ・ 分 園 両 方 の 審 査 を 希 望 さ れ る 場 合 、 本 園 名 の み で は

な く 本 園 ・ 分 園 の 両 方 の 園 名 を 希 望 に ご 記 入 く だ さ い 。 ま た 、 本

園 ・ 分 園 の 記 入 が ど ち ら か 不 明 瞭 の 場 合 、 本 園 ・ 分 園 の 両 方 を 審

査 さ せ て い た だ き ま す 。 あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い 。  

 な お 、 本 園 か ら 分 園 へ 、 ま た は 分 園 か ら 本 園 へ の 転 園 申 込 み は

可 能 と な り ま す 。  

 ま た 、 下 記 の 保 育 施 設 で は 従 来 ど お り 本 園 ・ 分 園 の 審 査 は 行 わ

ず 、 入 所 後 に 保 育 施 設 が 本 園 ・ 分 園 の 決 定 を 行 い ま す の で ご 注 意

く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １ ． その他保育に 関するご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等１０ ．

その他 保育に関する ご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等  

 

①  入 所に係る審査 基準の変更に ついて  １１ ．

２０１ ９年度からの 新しい取扱い 等１０．その 他

保育に 関するご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等１０ ．

その他 保育に関する ご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等  

 

①  入 所に係る審査 基準の変更に ついて  １１ ．

２０１ ９年度からの 新しい取扱い 等  

 

①  入 所 に 係 る 審 査 基 準 の 変 更 に つ い て   

 

②  寡 婦控除のみな し適用につい て  ①  入所 に

係る審 査基準の変更 について  １ １． ２０１９ 年

度から の新しい取扱 い等  

 

①  入 所に係る審査 基準の変更に ついて  １１ ．

２０１ ９年度からの 新しい取扱い 等１０．その 他

保育に 関するご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等１０ ．

その他 保育に関する ご案内  

 

１ １ ． ２０１９年度 からの新しい 取扱い等  

 

①  入 所に係る審査 基準の変更に ついて  １１ ．

２０１ ９年度からの 新しい取扱い 等１０．その 他

保 育に 関するご案内  

 

・ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 た か さ ご ス ク ー ル お お た か の 森  

・ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 た か さ ご ス ク ー ル セ ン ト ラ ル  

・ お お た か の 森 ヒ ル ズ ナ ー サ リ ー ス ク ー ル  

そ の 他 、 変 更 が あ っ た 場 合 は 随 時 お 知 ら せ し ま す 。  

本 園 ・ 分 園 別 の 審 査 を 行 わ な い 保 育 施 設  



 

２０ 

 

 

④  令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 次 審 査 の 希 望 園 変 更 期 間 に つ い て   

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 次 審 査 の 結 果 は ２ 月 中 旬 頃 に 発 送 す る 予 定 で 、

予 定 通 り 発 送 し た 場 合 、 ２ 月 中 旬 の お よ そ ５ 日 間 程 度 を １ 次 で 保

留 と な っ た 申 込 の 希 望 園 変 更 期 間 と し て 設 定 し 、「 希 望 園 変 更 届 」

の 提 出 を 保 育 課 窓 口 で 受 け 付 け ま す 。提 出 方 法 は 、「Ｆ Ａ Ｘ 」も 認

め ま す が 、 電 話 も 含 み 口 頭 に よ る 変 更 は 受 付 け ま せ ん 。 な お 、 希

望 園 変 更 届 は 、 保 育 課 窓 口 及 び 市 Ｈ Ｐ に て 配 布 し て お り ま す 。  

※ ４ 月 ２ 次 審 査 の 希 望 園 の 選 定 に つ き ま し て は 、 認 可 保 育 施 設

の 空 き 状 況 の 変 動 の 予 測 が 難 し い こ と か ら 、 通 園 可 能 な 認 可 保 育

施 設 を 「 す べ て 」 希 望 し て い た だ く 様 に お 願 い い た し ま す 。  

⑤  令 和 ７ 年 １ 月 ～ ３ 月 入 所 の 取 扱 い に つ い て   

２ 月 入 所 、 ３ 月 入 所 に 関 し て は 、 １ 月 入 所 の 結 果 発 送 と 同 じ く

令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 頃 に 認 可 保 育 施 設 入 所 承 諾 ま た は 保 留 通 知

の 発 送 を い た し ま す 。 ま た 、 空 き 状 況 に つ い て も 、 令 和 ６ 年      

１ １ 月 ２ ６ 日 に 市 Ｈ Ｐ に て １ 月 、 ２ 月 、 ３ 月 分 を 公 開 予 定 で す 。  

⑥  認 定 こ ど も 園 を 希 望 さ れ る 方 へ   

認 定 こ ど も 園 を 希 望 さ れ る 場 合 、 保 育 の 必 要 性 認 定 区 分 に よ り

申 請 書 類 の 提 出 先 が 変 わ り ま す 。 １ 号 認 定 で 認 定 こ ど も 園 を 利 用

さ れ る 方 は 、 当 該 認 定 こ ど も 園 に 、 事 前 に 確 認 を 取 っ た う え で 、

直 接 園 に 申 請 書 の 提 出 を お 願 い い た し ま す 。 ま た 、 １ 号 認 定 で 当

該 施 設 を 利 用 す る 場 合 に 必 要 と な る 費 用 や 持 ち 物 等 に つ い て は 、

施 設 に 直 接 お 問 い 合 わ せ い た だ き ま す よ う に お 願 い い た し ま す 。

２ 又 は ３ 号 認 定 で 認 定 こ ど も 園 を 利 用 さ れ る 方 は 、 保 育 課 に 申 請

書 を ご 提 出 く だ さ い 。  

  



 

２１ 

 

 

⑦  小 規 模 保 育 事 業 所 を 利 用 さ れ る 方 へ   

市 の 認 可 保 育 施 設 で あ る 小 規 模 保 育 事 業 所 は 、 ０ ～ ２ 歳 児 ク ラ

ス ま で の 受 け 入 れ を し て お り 、 家 庭 的 保 育 に 近 い 雰 囲 気 で 、 き め

細 や か な 保 育 を 行 い ま す 。  

 小 規 模 保 育 事 業 所 の ２ 歳 児 ク ラ ス の 在 園 児 は 、 次 年 度 に ３ 歳 児

ク ラ ス に 上 が る 際 、 継 続 し て 保 育 が 必 要 な 場 合 は 、 再 度 市 に 次 年

度 の 申 込 み 期 間 中 に 保 育 給 付 認 定 申 請 及 び 認 可 保 育 施 設 入 所 申 込

を し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  

小 規 模 保 育 事 業 所 は 卒 園 児 の た め に 、 連 携 園 を 用 意 し て お り ま

す 。 連 携 園 の 詳 細 に つ い て は 、 各 小 規 模 保 育 事 業 所 に お 問 い 合 わ

せ を お 願 い し ま す 。 小 規 模 保 育 事 業 所 の 卒 園 児 は 、 連 携 園 に つ い

て は 、 優 先 的 に 利 用 調 整 を 行 い ま す 。 連 携 園 に 入 所 し な い 児 童 に

つ い て は 、 新 年 度 の 認 可 保 育 施 設 入 所 審 査 会 に お い て 、 申 込 み を

し た す べ て の ３ 歳 児 ク ラ ス の 児 童 と 利 用 調 整 を 図 り 、 入 所 児 童 の

決 定 を 行 い ま す 。 な お 、 小 規 模 保 育 事 業 所 の 卒 園 児 の 審 査 時 の 加

算 指 数 に つ き ま し て は 、 別 紙 、 流 山 市 認 可 保 育 施 設 入 所 に 係 る 審

査 基 準 を ご 確 認 く だ さ い 。  

⑧  転 園 に つ い て   

 転 園 を 行 う 際 に は 、 も う 一 度 流 山 市 認 可 保 育 施 設 申 請 書 一 式 を

ご 記 入 の 上 、 期 日 ま で に 保 育 課 ま で ご 提 出 く だ さ い 。 そ の 際 、 就

労 証 明 書 は 証 明 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 で あ れ ば 使 用 い た だ く

こ と が で き ま す 。  

な お 、 転 園 が 決 定 し た 際 は 原 則 辞 退 を 認 め て お り ま せ ん の で 、

転 園 の 必 要 が な く な っ た 際 に は 早 急 に 取 下 げ 届 の 提 出 を お 願 い し

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２２ 

 

 

①  自 営 業 届 の 取 り 扱 い に つ い て  

自 営 業 届 を 提 出 さ れ た 方 に つ い て 、 直 近 ６ か 月 の 平 均 収 入 金

額 を 千 葉 県 の 定 め る 最 低 賃 金 で 除 し 、 記 載 さ れ た 就 労 日 数 で 除 し

た も の を 就 労 時 間 と し ま す 。 こ の 時 間 が ４ 時 間 に 満 た な い 場 合 、

求 職 活 動 と し て 利 用 調 整 を 行 い ま す 。  

※ な お 、 記 載 の 平 均 収 入 と 収 入 の わ か る 書 類 の 収 入 金 額 に 差 が あ る 場 合
は 、 収 入 の わ か る 書 類 の 収 入 金 額 を 用 い て 計 算 を 行 い ま す 。  
 

②  特 別 な 配 慮 が 必 要 な 児 童 の 先 行 調 整 に つ い て  

下 記 の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 保 育 課 の 実 施 す る 事 前 面 談

を 受 け た 児 童 に つ い て は 、 先 行 し て 利 用 調 整 を 行 い ま す 。  

ま ず は お 電 話 に て ご 相 談 く だ さ い 。  

・ 申 請 児 童 が 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る  

・ 申 請 児 童 が 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る  

・ 申 請 児 童 が 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る  

・ 申 請 児 童 が 通 所 受 給 証 明 書 の 交 付 を 受 け て い る  

・ 申 請 児 童 に 係 る 特 別 児 童 扶 養 手 当 を 受 給 し て い る  

詳 細 は 下 記 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。  

  

 

③  就 労 証 明 書 の 変 更 に つ い て  

 令 和 ６ 年 ４ 月 以 降 の 申 請 に 係 る 就 労 証 明 書 の 様 式 を 変 更 し ま し

た 。 こ の 様 式 変 更 に 伴 い 、 審 査 基 準 の 単 身 赴 任 加 点 お よ び 同 点 時

の 収 入 比 較 が な く な り ま し た 。  

 ※ 就 労 証 明 書 は 証 明 日 か ら ６ か 月 間 が 有 効 期 間 と な り ま す 。 令

和 ５ 年 度 様 式 の 就 労 証 明 書 で あ っ て も 申 請 日 時 点 に お い て 有 効 期

間 内 の 就 労 証 明 書 で あ れ ば 受 付 可 能 で す 。  
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１ ２ ． 令 和 ６ 年度か らの新しい取 扱い等  

1 0 4 3 0 1 5  I D  



 

２３ 

 

④  複 数 年 度 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に つ い て  

 転 園 申 請 や 入 所 保 留 な ど の 理 由 に よ り 、 令 和 ５ 年 度 入 所 申 請 の

審 査 が 継 続 さ れ て い る 状 態 で 新 た に 令 和 ６ 年 ４ 月 の 申 請 を 行 う な

ど 、 複 数 年 度 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 、 新 し く 提 出 す る 申 請 書 に

は 「 複 数 年 度 の 申 請 を 同 時 に 行 っ て い る 場 合 の 申 出 書 」 を 添 付 し

て く だ さ い 。  

 

（ 例 ）  

・ 令 和 ５ 年 度 の 入 所 申 請 （ 転 園 や 保 留 の た め 審 査 が 継 続 中 ） を 行

っ て お り 、 新 し く 令 和 ６ 年 ４ 月 入 所 の 申 請 を 行 う 場 合  

 → 令 和 ６ 年 ４ 月 入 所 の 申 請 を 行 う 際 に 、「 複 数 年 度 の 申 請 を 同

時 に 行 っ て い る 場 合 の 申 出 書 」 を ご 提 出 く だ さ い 。  

 

・ 令 和 ６ 年 ４ 月 入 所 の 申 請 を 行 っ た 後 、 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ～ 令 和 ６

年 ３ 月 入 所 の い ず れ か の 申 請 を 行 う 場 合  

 → 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ～ 令 和 ６ 年 ３ 月 入 所 の 申 請 を 行 う 際 に 、「 複

数 年 度 の 申 請 を 同 時 に 行 っ て い る 場 合 の 申 出 書 」 を ご 提 出 く

だ さ い 。  

 

  



 

２４ 

 

 

 

【 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ へ の ア ク セ ス は こ ち ら か ら 】  

保 育 施 設 の  

空 き 状 況 に つ い て  

(募 集 人 数 を 毎 月 更

新 し て い ま す ）  

 
保 育 施 設 入 所 申 込 み

必 要 書 類 の ダ ウ ン ロ

ー ド  

 

  

開 設 予 定 の 認 可  

保 育 施 設 に つ い て  

 
令 和 ６ 年 度 の  

保 育 施 設 の 入 所 申 込

に つ い て  

 

 

 

 

 

【 広 報 Ｉ Ｄ の 使 い 方 に つ い て 】  

 

 

 

１ ３ ． 情 報 ま と め  

 

１ ４ ． 情 報 ま と め  
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１ ４ ． 情 報 ま と め  
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〒 ２ ７ ０ － ０ １ ９ ２  

千 葉 県 流 山 市 平 和 台 １ 丁 目 １ 番 地 の １  

流 山 市 役 所  子 ど も 家 庭 部  

保 育 課  入 所 係  宛  

【 令 和 ６ 年 度 入 所 申 請 在 中 】  

切 り 取 っ て 郵 送 の
際 の 宛 名 と し て  

ご 利 用 く だ さ い 。  

２ ４  


